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厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 80） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第 57 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和２年３月５日保医発 0305 第１号）等により、令和２年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。 
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（別添） 
医科診療報酬点数表関係 

 

問１ 区分番号「Ａ００３」オンライン診療料の施設基準において、「頭痛患

者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修」とあるが、当該研修に

はどのようなものがあるか。 

（答）現時点では、一般社団法人日本頭痛学会の実施する「日本頭痛学会 

e-learning」が該当する。 

 

問２ 医科点数表第２章第 10 部手術の通則 12 について、「診療報酬の算定方

法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和２年３月５日保医

発 0305 第１号）別添１医科診療報酬点数表に関する事項において、「入院

中の患者に対する手術の休日加算１及び２又は深夜加算１及び２は、病状

の急変により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊

急手術を行った場合に算定できる。」とあるが、脳死臓器提供者の発生等

により緊急に臓器移植術を実施する必要が生じた場合は、当該手術につい

て、入院中の患者に係る「病状の急変」による緊急手術に該当するものと

して取り扱ってよいか。 

（答）よい。 

 

問３ 「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

等の一部改正について」（令和３年５月 31 日保医発 0531 第３号）におい

て、「マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（ＭＡＣ）による肺

非結核性抗酸菌症患者であって、多剤併用療法による前治療において効果

不十分な患者（入院中の患者以外のものに限る。）に対して、アミカシン

硫酸塩吸入用製剤を投与するに当たり、超音波ネブライザを使用した場合

は、初回の投与を行った月に限り」区分番号「Ｃ１６４」の「１」に規定

する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できることとされてい

るが、入院中の患者又はその看護に当たる者に対して、当該患者の退院時

に在宅抗菌薬吸入療法の方法及び注意点等に関する指導管理を行った場

合においても、退院日に限り、区分番号「Ｃ１６４」の「１」に規定する

陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できるか。 

（答）算定できる。 


